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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

少子高齢化や人口減少など私たちの生活を巡る状況が変化していくなかで、男女が、「男性は仕事、女

性は家庭」といった性別による固定的な役割分担にとらわれずに、あらゆる場において、それぞれが個性

と能力を発揮できる社会づくりが必要となっています。 

しかし、一方では、未だ性別で役割を決めてしまう考え方が根強く残っており、政策・方針決定過程へ

の女性の参画拡大、男女の仕事と生活の調和など、多くの課題が残されています。 

国においては、平成 11 年（1999 年）に「男女共同参画社会基本法」が施行され、平成 12 年（2000

年）に「男女共同参画基本計画」を策定し、最重要課題として総合的な取組を推進してきました。 

とりわけ法令の整備の面では、平成 29 年（2017 年）に「男女雇用機会均等法」および「育児・介護休

業法」の改正、平成 26 年（2014 年）に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ

防止法）」の一部改正のほか、平成 27 年（2015 年）には「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」の制定など、その充実が図られてきました。 

北海道においても、平成 30 年（2018 年）に「第 3 次北海道男女平等参画基本計画」が策定され、男

女平等参画社会の実現に向けた施策を推進しています。 

本町では、男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて、平成 16 年（2004 年）に「芽

室町男女共同参画推進条例」を制定するとともに、条例に基づき「芽室町男女共同参画基本計画」を策定し、

さまざまな施策を推進しており、平成 30 年度で「第 2 期芽室町男女共同参画基本計画」が終了となるた

め、これまでの取組を踏襲しながら、さらに発展させる新たな計画として、「第３期芽室町男女共同参画基

本計画（平成 31 年度（2019 年度）～平成 38 年度（2026 年度））」を策定することとしました。 

なお、本計画の策定にあたっては、町民ワークショップ、まちづくり意見募集、芽室町男女共同参画審議

会の審議などにより、広く町民の参加をいただいています。 

 

 

○条例及び基本計画策定の経緯 

平成 15 年（2003 年）2 月  条例の検討に向けて、町民による「芽室町男女共同参画懇話会」を設置。 

平成 15 年（2003 年）12 月 懇話会から町に対して「条例素案」を提出。 

平成 16 年（2004 年）3 月  町議会で条例可決。 

平成 16 年（2004 年）4 月  「芽室町男女共同参画推進条例」施行 

平成 16 年（2004 年）7 月  「芽室町男女共同参画審議会」設置 

平成 17 年（2005 年）4 月  「第１期芽室町男女共同参画基本計画」開始 

平成 23 年（2011 年）4 月   「第２期芽室町男女共同参画基本計画」開始 

 平成 31 年（2019 年）4 月  「第 3 期芽室町男女共同参画基本計画」開始 
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４つの目指すべき社会 

 ①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会 

 ②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

 ③男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活そ

の他の社会生活及び家庭生活をおくることができる社会 

 ④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、国際的な評価を得られる社会 

２ 国や北海道の動向 

（１）国の動向 

平成 11 年（1999 年）、男女共同参画社会の実現を目指した「男女共同参画社会基本法」（以下「基本

法」という。）が制定され、平成 12 年（2000 年）には「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

その後、平成 17 年（2005 年）には第 2 次男女共同参画基本計画、平成 22 年（2010 年）には第 3

次男女共同参画基本計画が策定され、さまざまな施策が推進されています。 

しかし、近年では社会情勢の変化や男女の働き方の変化などを受け、わが国における男女共同参画社会実

現に向けた取組は新たな段階に入っているといえます。さらに、少子高齢化や人口減少に対応した活力と多

様性のある社会を築く観点からも、真に実効性のある取組が求められています。 

■男女共同参画に関わる近年の動き 

年月 内容 

平成 21 年（2009 年）８月 「女子差別撤廃条約実施状況第６回報告」に対する女子差別撤廃委員会の最終見解 

平成 26 年（2014 年）10 月 内閣に「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置 

平成 27 年（2015 年）８月 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」制定 

平成 27 年（2015 年）12 月 「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

■その他、近年の制度等における改正点 

・「子ども・子育て支援法」  ［H30.９ 一部施行］ 

・「自殺総合対策大綱」見直し  ［Ｈ29.７見直し］ 

・「障害者虐待防止法」施行  ［Ｈ24.10 施行］ 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）改正 ［Ｈ26.１施行］ 

・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行  ［Ｈ26.１施行］ 

・「まち・ひと・しごと創生法」施行  ［Ｈ26.11 施行］ 

 

 女性の活躍や安全・安心な暮らしの実現に向け、平成 27 年（2015 年）12 月に「第 4 次男女共同参画

基本計画」が閣議決定され、次の 4 つを目指すべき社会としてさまざまな施策が推進されています。 
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（２）北海道の動向 

北海道では、平成13年（2001年）に国の基本法の制定に伴い、「北海道男女平等参画推進条例」を制

定し、平成30年（2018年）3月には「第３次北海道男女平等参画基本計画」が策定され、「輝き続ける

北海道」を目指して男女平等参画社会の実現に向け、施策を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に基づき、努力義務とされている市町村男女共同参画

計画として位置づけ、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画とするととも

に、「女性活躍推進法」第６条に基づく推進計画※として位置づけます。 

また、国や北海道の法令等及び芽室町男女共同参画推進条例に基づき、第 5 期芽室町総合計画及び各種

計画との整合性を図りながら策定します。 

※本計画では第 5 章における基本目標 2 の中の（５）、（６）が該当します。 

■『男女共同参画社会基本法』 

「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけ、男女の人権を

尊重し、責任と利益を分かち合い、性別に関わりなく社会参画する基本理念を明らかにした法律です。【平

成 11 年（1999 年）制定】 

■『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）』 

働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実

現するための行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地方公共団体、

民間企業等※）に義務づけられました。【平成 27 年（2015 年）制定】 

※常時雇用する労働者が 300 人以下の民間企業等にあたっては努力義務 

  

第３次北海道男女平等参画基本計画において強調する視点 

①意識変革の推進 

 男女平等参画社会の実現のためには、固定的な性別役割分担意識の解消や人権尊重を基盤とした男女

平等観の形成などが大きな課題であるとともに、あらゆる立場の人の理解を促すための教育や広報・

啓発活動などは、全ての取組の根幹であることから、人々の意識の変革、理解の促進に一層努めていき

ます。 

②様々な分野における女性の活躍の促進 

 「女性活躍推進法」が成立したことを踏まえ、女性が仕事と家庭生活を両立し個性と能力を十分に発揮

できる環境づくりが求められていることから、男女が共に生き、働き、暮らしやすい地域社会の実現を

目指し、女性の継続就業や再就職、起業、多様な働き方の支援等に努めます。 

③配偶者等からの暴力の防止及び被害者保護等の推進 

 男女の人権が尊重される社会を実現するためには、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の

適切な保護及び自立を支援することが必要であることから、関係機関と連携しながら、暴力の防止や

相談窓口の啓発及び相談からの保護、自立まで切れ目のない被害者支援を行います。 
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第２章 男女共同参画を取り巻く芽室町の現状と課題 

 

１ 人口・世帯の状況 

（１）人口の状況 

総人口は、平成 27 年（2015 年）時点で 18,484 人となっており、年々減少しています。 

高齢化率は、平成 27 年（2015 年）時点で 27.3％となっており、平成 7 年（1995 年）と比較して

11.0 ポイント増加しています。 

 

■年齢別人口の推移 

  

資料：国勢調査 

（２）世帯の状況 

世帯数・世帯員数の推移をみると、世帯数は増加しているのに対し世帯員数は減少しており、世帯規模が

縮小化しているのがわかります。 

 

■世帯数・世帯員数の推移 

  

資料：国勢調査 
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２ 就労の状況 

本町の労働力率※は、男性は平成７年（1995 年）以降低下、女性は平成７年（1995 年）以降 53％前

後で推移しています。 

一般に女性の年齢別労働力率は、結婚・出産を機に就労を中断するいわゆるＭ字カーブ※を描き、本町に

おいても谷は浅いものの、その傾向がうかがえます。また、本町の女性の年齢別労働力率は、55 歳以上に

おいて、10 年前の平成 17 年（2005 年）と比べて増加しています。 

 

■男女別労働力率の推移 

  

資料：国勢調査 
 

■年齢別労働力率の比較（平成 17 年と平成 27 年） 

  

資料：国勢調査  

 

 

 ※労働力率：就業者数と完全失業者数とを合わせた労働力人口が 15歳以上の人口（生産年齢人口）に占める割合。労働力比率、

労働力人口比率ともいう。 

 ※Ｍ字カーブ：日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と 40歳代後半が山になる

アルファベットのＭのような形になること。結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び

労働市場に参入するという特徴があるためにこのような形になる。 
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３ 女性の登用率 

（１）審議会等 

本町の審議会等の女性委員比率は、年々減少していることから、性別に関係なく、こうした場面へ参画し

やすい環境づくりを一層進めなければなりません。 

 

 ■審議会等の女性委員登用率の推移 

  

資料：地方公共団体における男女平等参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査 

 

（２）役場職員 

 芽室町役場における女性職員の割合はほぼ 50％を推移しており、男女の差はなく均衡が図られた採用

を行っています。 

 

■芽室町役場の女性職員割合 

  

資料：地方公共団体における男女平等参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況調査 

  


